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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被加工物の表面と、少なくとも表面に触媒層を有するパッドの当該表面とを互いに当接な
いし近接させ、前記被加工物の表面と前記パッドの表面との間に触媒反応に必要な液体を
供給しつつ、前記被加工物ないし前記パッドの一方をその表面内で当該表面に交差する軸
回りに回転させるとともに、前記被加工物ないし前記パッドの他方をその表面に平行な方
向で少なくとも触媒反応による平坦化が可能な量だけ移動させ、かつ回転させられる前記
被加工物ないし前記パッドの一方の外周移動距離が、表面に平行な方向で移動させられる
前記被加工物ないし前記パッドの他方の移動距離の１２０％以下（但し０％を除く）にな
るように設定したことを特徴とする触媒支援型化学加工方法。
【請求項２】
前記表面に平行な方向での移動は往復動である請求項１に記載の触媒支援型化学加工方法
。
【請求項３】
被加工物の表面と、少なくとも表面に触媒層を有するパッドの当該表面とを互いに当接な
いし近接させ、前記被加工物の表面と前記パッドの表面との間に触媒反応に必要な液体を
供給しつつ、前記被加工物ないし前記パッドをこれらの表面内で当該表面に交差する軸回
りに相対回転させるとともに前記表面に平行な方向で少なくとも触媒反応による平坦化が
可能な量だけ相対移動させ、かつ回転させられる前記被加工物ないし前記パッドの外周移
動距離が、表面に平行な方向の移動距離の１２０％以下（但し０％を除く）になるように
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設定したことを特徴とする触媒支援型化学加工方法。
【請求項４】
被加工物ないし少なくとも表面に触媒層を有するパッドの一方の裏面を保持する第１保持
手段と、前記被加工物ないし前記パッドの一方の表面内で当該表面に交差する軸回りに前
記被加工物ないし前記パッドの一方を回転させる第１駆動手段と、前記被加工物ないし前
記パッドの他方を保持してその表面を、前記被加工物ないし前記パッドの一方の表面に対
向位置させる第２保持手段と、前記第２保持手段を前記被加工物ないし前記パッドの他方
の表面に平行な方向で少なくとも触媒反応による平坦化が可能な量だけ移動させる第２駆
動手段と、前記第１保持手段ないし前記第２保持手段を前記被加工物ないし前記パッドの
表面に交差する方向へ前進させて前記被加工物の表面と前記パッドの表面を互いに当接な
いし近接させる第３駆動手段とを備え、かつ回転させられる前記被加工物ないし前記パッ
ドの一方の外周移動距離が、表面に平行な方向で移動させられる前記被加工物ないし前記
パッドの他方の移動距離の１２０％以下（但し０％を除く）になるように設定されている
触媒支援型化学加工装置。
【請求項５】
前記表面に平行な方向での移動は往復動である請求項４に記載の触媒支援型化学加工装置
。
【請求項６】
被加工物ないし少なくとも表面に触媒層を有するパッドの一方の裏面を保持する第１保持
手段と、前記被加工物ないし前記パッドの他方を保持してその表面を、前記被加工物ない
し前記パッドの一方の表面に対向位置させる第２保持手段と、前記第１保持手段を前記被
加工物ないし前記パッドの他方の表面に平行な方向で少なくとも触媒反応による平坦化が
可能な量だけ移動させるとともに前記被加工物ないし前記パッドの一方の表面内で当該表
面に交差する軸回りに回転させる第１駆動手段と、前記第１保持手段ないし前記第２保持
手段を前記被加工物ないし前記パッドの表面に交差する方向へ前進させて前記被加工物の
表面と前記パッドの表面を互いに当接ないし近接させる第２駆動手段とを備え、かつ回転
させられる前記被加工物ないし前記パッドの外周移動距離が、表面に平行な方向の移動距
離の１２０％以下（但し０％を除く）になるように設定した触媒支援型化学加工装置。
【請求項７】
請求項１ないし請求項３のいずれか一つに記載の触媒支援型化学加工方法に使用するパッ
ド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は触媒支援型化学加工方法および触媒支援型化学加工装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１や特許文献２には触媒支援型化学加工方法が開示されている。触媒支援型化
学加工方法は、加工基準面に遷移金属からなる触媒を使用し、砥粒等を含まない溶液中に
被加工物を配置して、上記加工基準面を被加工物の被加工面に接触ないし近接させて両者
を相対運動させ、溶液から生じた活性種と被加工物の表面原子との化学反応で化合物を生
成させこれを除去することによって被加工物を加工（エッチング）するもので、ＳｉＣや
ＧａＮ等の難加工基板の表面を原子レベル程度の高い精度で平坦加工することができる。
【０００３】
　ところで、上記加工基準面となる、触媒層たる遷移金属層を形成したパッドの表面と、
被加工物たる被加工基板の表面（被加工面）を相対運動させる方法として、従来は特許文
献２に示されているように、大径の円形パッドを定盤上で回転させ、旋回移動するパッド
表面の円周部に、回転するホルダに保持させた小径の被加工基板の表面を当接ないし近接
させている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１１４６３２
【特許文献２】特開２００７－２８３４１０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし上記従来の加工方法では、パッド直径が被加工物直径の2倍以上であるため装置
が大型であり、SiCやGaN基板の加工においては、加工時間が長時間となるため、経済的な
加工が出来なかった。また、ホルダ内に設けたエアバッグの背圧で被加工基板はパッド面
に押し付けられた状態で回転するものの、表面にＰｔ等の触媒層が形成されて滑らかな平
面となったパッドと被加工基板の間へ供給された溶液の、いわゆる水貼り効果によって被
加工基板がパッド面に吸着し、このためパッドの大きな周回力が被加工基板に作用して当
該被加工基板がホルダから引き離されてパッドの外周方向へ飛ばされ、外方に位置してい
るリテーナに挟まれる等によって破損する危険があった。そして、これは歩留まりを悪化
させて加工コストの上昇をもたらしていた。
【０００６】
　そこで、本発明はこのような課題を解決するもので、精密な平坦化加工を実現しつつ、
装置のコンパクト化を図るとともに、加工時の被加工物破損の危険を低減して加工コスト
の上昇を抑えることができる平坦加工方法および平坦加工装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の平坦加工方法では、被加工物の表面と、少なくと
も表面に触媒層を有するパッドの当該表面とを互いに当接ないし近接させ、前記被加工物
ないし前記パッドの一方をその表面内で当該表面に交差する軸回りに回転させるとともに
、前記被加工物ないし前記パッドの他方をその表面に平行な方向で少なくとも触媒反応に
よる平坦化が可能な量だけ移動させ、かつ互いに当接ないし近接する前記被加工物の表面
と前記パッドの表面との間に触媒反応に必要な液体を供給することを特徴とする。
【０００８】
　ここで、表面に平行な方向での移動とは前記軸回りの回転を除く移動であれば良い。こ
の表面に平行な方向での移動は往復移動にすることができる。この場合、回転させられる
前記被加工物ないし前記パッドの一方の外周移動距離を、表面に平行な方向で移動させら
れる前記被加工物ないし前記パッドの他方の移動距離の１２０％以下（但し０％を除く）
に設定すると良い。なお、前記被加工物ないし前記パッドの一方を回転させ、他方を表面
に平行な方向で移動させるのに代えて、前記被加工物ないし前記パッドの一方を停止させ
、他方を回転および表面に平行な方向で移動させるようにしても良い。
【０００９】
　本発明の触媒支援型化学加工方法においては、平坦化加工を行う際に、被加工物ないし
パッドを相対回転させるとともに触媒反応による平坦化が可能な量だけ相対移動させて、
エッチング加工の平均化を図っており、これによって精密な平坦化加工が実現される。こ
の際の移動は原子レベルの移動距離が確保できれば加工可能である。したがって、従来の
ように大径のパッドを使用する必要が無く、パッドの外径を被加工物の外径とほぼ等しい
程度にすることが可能であるから装置を小型化することができる。この際、上記移動を、
往復動にすれば、被加工物ないしパッドの移動幅をより小さくすることができる。大径の
パッドを使用する必要が無いから、従来のように大きな周回力が被加工物に作用すること
はなく、被加工物がパッドの外周方向へ飛ばされて破損する危険が避けられる。これによ
り加工コストの上昇が抑えられる。
【００１０】
　本発明の触媒支援型化学加工装置では、被加工物（７）ないし少なくとも表面に触媒層
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を有するパッド（６）の一方の裏面を保持する第１保持手段（８）と、前記被加工物（７
）ないし前記パッド（６）の一方の表面内で当該表面に交差する軸回りに前記被加工物（
７）ないし前記パッド（６）の一方を回転させる第１駆動手段（１０１）と、前記被加工
物（７）ないし前記パッド（６）の他方を保持してその表面を、前記被加工物（７）ない
し前記パッド（６）の一方の表面に対向位置させる第２保持手段（４）と、前記第２保持
手段（４）を前記被加工物（７）ないし前記パッド（６）の他方の表面に平行な方向で少
なくとも触媒反応による平坦化が可能な量だけ移動させる第２駆動手段（５）と、前記第
１保持手段（８）ないし前記第２保持手段（４）を前記被加工物（７）ないし前記パッド
（６）の表面に交差する方向へ前進させて前記被加工物（７）の表面と前記パッド（６）
の表面を互いに当接ないし近接させる第３駆動手段（１０２）とを備え、かつ回転させら
れる前記被加工物ないし前記パッドの一方の外周移動距離が、表面に平行な方向で移動さ
せられる前記被加工物ないし前記パッドの他方の移動距離の１２０％以下（但し０％を除
く）になるように設定されている。
【００１１】
　ここで、表面に平行な方向での移動は往復移動にすることができる。この場合、回転さ
せられる前記被加工物ないし前記パッドの一方の外周移動距離を、表面に平行な方向で移
動させられる前記被加工物ないし前記パッドの他方の移動距離の１２０％以下（但し０％
を除く）に設定すると良い。なお、前記被加工物ないし前記パッドの一方を回転させ、他
方を表面に平行な方向で移動させるのに代えて、前記被加工物ないし前記パッドの一方を
停止させ、他方を回転および表面に平行な方向で移動させるようにしても良い。本発明の
平坦加工装置によって、本発明の平坦加工方法が実施できるから、前述したのと同様の作
用効果が得られる。
【００１２】
　上記カッコ内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を参考的に
示すものである。
【発明の効果】
【００１３】
　以上のように、本発明によれば、精密な平坦化加工を実現しつつ、装置の小型化を図り
、加工時の被加工物の破損の危険が少なく、加工コストの上昇を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態における触媒支援型化学加工装置の要部部分断面正面図で
ある。
【図２】触媒支援型化学加工装置の要部部分断面側面図である。
【図３】往復駆動機構の斜視図である。
【図４】ホルダの概略断面図である。
【図５】本発明の第２実施形態における触媒支援型化学加工装置の要部部分断面側面図で
ある。
【図６】本発明の第３実施形態における触媒支援型化学加工装置の要部部分断面正面図で
ある。
【図７】本発明の第４実施形態における触媒支援型化学加工装置の被加工基板保持部の破
断拡大断面図である。
【図８】加工された被加工基板表面の走査型プローブ顕微鏡写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　なお、以下に説明する実施形態はあくまで一例であり、本発明の要旨を逸脱しない範囲
で当業者が行う種々の設計的改良も本発明の範囲に含まれる。
【００１６】
（第１実施形態）
　図１には本発明方法を実施する触媒支援型化学加工装置の正面図を示し、図２にはその



(5) JP 6127235 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

側面図を示す。図１において、基台１上に対称形のＬ字断面とした架台２１，２２が左右
位置に平行に配設されて、図１の前後方向（図２の左右方向）へ延びており、左右の架台
２１，２２上にはこれらに沿ってそれぞれリニアガイド３を構成するレール３１が固定さ
れている。レール３１には長手方向の二箇所にこれに沿って摺動移動可能なスライダ３２
が設けられており、左右前後のスライダ３２上に第２保持手段としての四角形の支持基板
４が載設されている。これにより、支持基板４はレール３１に沿って往復直線移動可能で
ある。
【００１７】
　支持基板４の中心部下面には下方に向けて、以下に説明する往復駆動機構５を構成する
カムブロック５１が固定されている。カムブロック５１は図３に示すようにレール３１に
平行に延びる厚肉の凸型体で、その長手方向の中央部には、上下方向へ延びる長穴状のカ
ム開口５２がカムブロック５１を貫通して水平に形成されている。カム開口５２内には直
径が当該開口５２の短径にほぼ等しい円形のカム体５３が、カム開口５２に沿って上下方
向へ移動可能に設けられている。
【００１８】
　上記カム体５３を水平方向へ貫通してクランクシャフト５４が設けられており、クラン
クシャフト５４はカム体５３の中心を相対回転可能に貫通している。クランクシャフト５
４の中央部は左右の両端部を結ぶ線から偏心しており、クランクシャフト５４の一端は基
台１上に立設された軸受け部材５５に回転可能に支持されるとともに、クランクシャフト
５４の他端は、Ｌ字型支持板５６の立壁に水平姿勢で固定された減速機５７の出力軸５７
１に連結されている。減速機５７には駆動モータ５８（図３）が付設されている。
【００１９】
　このような構造により、駆動モータ５８を起動してクランクシャフト５４を回転させる
と、当該クランクシャフト５４の中央部が貫通しているカム体５３がカム開口５２内を上
下動しつつ垂直面内で旋回させられる。これにより、カムブロック５１およびこれと一体
の支持基板４はクランクシャフト５４の回転に応じてレール３１に沿った方向へ直線往復
動させられる。以上説明した直線往復動させる往復駆動機構５は第２駆動手段の一例であ
る。
【００２０】
　支持基板４の上面中心部には上方へ開放する円形の液貯留用の容器６１が載設されてい
る。容器６１の底面には、表面全面に触媒層がスパッタリング等によって所定厚で形成さ
れたパッド６が設けられている。パッド６の材料としては加工溶液に対する耐性のあるゴ
ムやウレタン等を使用する。触媒としてはＰｔ等の遷移金属が使用できる。ここで、パッ
ド６の直径は、被加工基板７の外径よりやや大きい程度のものとすれば良い。
【００２１】
　容器６１の上方には円形断面の主軸９が垂設されており、主軸９はスリーブ９１に垂直
姿勢で回転可能に保持されている。主軸９は第１駆動手段としての駆動モータ１０１（図
１）によって回転させられる。スリーブ９１は第３駆動手段としての駆動シリンダ１０２
によって昇降させられ、これに応じて上記主軸９はパッド６に対し遠近前後動させられる
。主軸９の下端には第１保持手段としての詳細を以下に説明する公知のホルダ８が設けら
れており、これに被加工基板７が保持されている。
【００２２】
　ホルダ８の詳細を図４に示す。図４において、主軸９の下端面には中心にボール８１を
介在させて当該下端面に対し角度変更可能に円板状の基体８２が装着されており、基体８
２の下面外周縁には全周に壁状のリテーナ８３が垂設されている。リテーナ８３の外周全
周にはカバー体８４が外上方へ向けて突設されている。被加工基板７はリテーナ８３内に
収容されており、その背後には基体８２との間にダイアフラム８５が位置している。ダイ
アフラム８５内には給気管８６を経て圧空が供給され、主軸９が下降させられた状態で、
膨張させられたダイアフラム８５の押圧力で被加工基板７はパッド６の表面に押し付けら
れている。なお、ダイアフラム８５には複数の吸引孔が形成されており、主軸９が上昇す
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る際にはダイアフラム８５内が真空引きされて被加工基板７が吸引孔に吸着されてホルダ
８内に保持されるようになっている。
【００２３】
　このような構造の触媒支援型化学加工装置で被加工基板７の下面（被加工面）の平坦加
工を行う場合には、容器６１内に触媒反応に必要な液体、例えばＨＦ、ＨＣｌ、純水等を
満たし、主軸９すなわち被加工基板７を回転させると同時に、支持基板４上の容器６１を
レール３１に沿う水平方向で直線往復動させる。すなわち、被加工基板７の被加工面とこ
れが当接する触媒層を形成したパッド６とを、相対回転させつつその回転軸に交差する平
面内で相対往復動させる。これにより、被加工基板７の被加工面は触媒支援型化学加工に
よって原子レベル程度の高い精度で平坦加工される。
【００２４】
　この場合の、相対回転の回転数と相対往復動の関係は、被加工基板７の外周移動距離が
、相対往復動の往復移動距離の１２０％以下（但し０％を除く）になるようにすると良い
。ここで、往復移動の移動範囲は本来は原子数個レベルの小さなもので良いが、機械的制
約や振動数との兼ね合いで決定される。
【００２５】
　以上に説明した触媒支援型化学加工方法によれば、被加工基板７が水貼り効果でパッド
６の表面に吸着しても、当該パッド６の表面は微小な往復運動をしているだけであるから
、従来のような大きな周回力を被加工基板７に作用させることはない。したがって、従来
のように被加工基板がホルダから引き離されて外方のリテーナに挟まれ破損する等の問題
は生じない。
【００２６】
（本実施形態に基づく実施例と比較例）
　被加工基板７として外径６インチのSiC基板を使用し、触媒反応に必要な液体として超
純水を使用して平坦加工を行った。直径１６０ｍｍのパッド６の表面には触媒層としてＰ
ｔ膜を形成した。この状態で被加工基板７を回転させ、支持基板４（すなわちパッド６）
を往復動させた。そして、被加工基板７の被加工面の様子を非接触三次元表面形状測定装
置（米国ザイゴ社製Zygo New View 6300）で観察した。それによると、被加工面の全面に
亘って、視野０．１１ｍｍ角においてＲａ＝０．１８１ｎｍ、ＲＭＳ＝０．２２８ｎｍ以
内であった。
【００２７】
　これに対して、パッドに対する被加工面の相対回転のみを行い相対往復動を停止した状
態では、被加工面に周方向へ延びる目立った溝が生じて均一な平坦化が行われなかった。
また、パッドに対する被加工面の相対往復動のみを行い相対回転を停止した状態では、被
加工面にこれを横断するように延びる目立った溝が生じて、この場合も均一な平坦化は行
われなかった。結局、被加工基板の外周部の移動距離が相対往復動の往復移動距離の１２
０％以下になるようにすると均一な平坦化が実現できる。
【００２８】
（第２実施形態）
　図５には触媒支援型化学加工装置の他の例を示す。なお、図５は第１実施形態の図２に
対応するもので、同一符号は同一部分を示す。本実施形態では第１実施形態の往復駆動機
構５に代えて、支持基板４上にピストンバイブレータ５９を水平方向へ設けて、その起振
力によって支持基板４をレール３１に沿って往復移動（振動）させる。このような構造に
よっても第１実施形態と同様に、触媒支援型化学加工により被加工基板７の基板面が原子
レベル程度の高い精度で平坦加工され、しかも、往復駆動の構造の簡素化が可能になる。
【００２９】
（本実施形態に基づく実施例と比較例）
　被加工基板７として外径２インチのＧａＮ基板を使用し、触媒反応に必要な液体として
超純水を使用して平坦加工を行った。直径５３ｍｍのパッド６の表面には触媒層としてＰ
ｔ膜を形成した。この状態で被加工基板７を回転させ、支持基板４（すなわちパッド６）
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を往復動させた。そして、被加工基板７の被加工面の様子を非接触三次元表面形状測定装
置（米国ザイゴ社製Zygo New View 6300）で観察した。それによると、被加工面の全面に
亘って、視野０．５４ｍｍ角においてＲａ＝０．３ｎｍ、ＲＭＳ＝０．４ｎｍ以内であっ
た。次に走査型プローブ顕微鏡（米国ブルカーＡＸＳ社製Dimension Edge）で観察した。
それによると、視野２μｍ角において図８に示すようにＧａの１原子層ごとのステップテ
ラス（０．２６ｎｍ）が確認できた。また、この平坦化加工の間、被加工基板７がホルダ
８から引き離されて破損する不具合は生じなかった。
【００３０】
（第３実施形態）
　図６において、基台１上にはコイル状ばね材４１によって下面四隅を支持されて支持基
板４が配設されており、支持基板４上に液貯留用の容器６１が設けられている。容器６１
内には底面側から粘着テープ層６２を介してクッション層６３とその上にパッド６４が載
置され、パッド６４の上面に被加工基板７が載置されている。支持基板４は下面中央が、
上方へ凸状をなす支持部材１１の頂部に載置されて三次元空間内で揺動可能となっている
。支持部材１１は基台１上の保持部材１２に保持されている。容器６１には側面にバイブ
レータ６７が装着してある。主軸９は上方から容器６１内に進入しており、その下面には
クッション層６５を介してパッド６６が接合されている。
【００３１】
　主軸９を下降させてパッド６４，６６で被加工基板７の上下面を挟持し、この状態で主
軸９を回転させるとともにバイブレータ６７を起動すると、主軸９の回転力とバイブレー
タ６７による水平往復移動（振動）を含む揺動が被加工基板７とこれを挟む上下のパッド
６４，６６に伝達され、被加工基板７の上下面のいずれかを上記各実施形態と同様の精密
さで均等に平坦加工可能である。
【００３２】
（第４実施形態）
　図７には主軸９の下端における被加工基板７の保持構造の他の例を示す。図７において
、主軸９の下端にはヘッダ板９２が止着されており、ヘッダ板９２には下面に複数の小孔
（図示略）が形成されるとともにヘッダ板９２内には上記小孔に分岐連通する流路が形成
されている。主軸９には流路９３が形成されてヘッダ板９２内の流路に連通している。ヘ
ッダ板９２の下面には粘着テープ層９４を介してゴム製等の保持板９５が設けられており
、保持板９５内にはこれを貫通して上記小孔に通じる流路が形成されるとともに各流路は
保持板９５の下面に吸着孔として開口している。
【００３３】
　このような構造によって、流路９３内を真空排気すると被加工基板７を図７に示すよう
に吸着孔で保持板９５下面に吸着保持することができ、この状態で第１実施形態で説明し
たような平坦加工を行うことができる。被加工基板７を外す場合には流路９３内に圧縮空
気等を供給する。
【００３４】
（その他の実施形態）
　上記第１実施形態では、被加工基板を回転させ、パッドを直線往復動させたが、被加工
基板を直線往復動させ、パッドを回転させるようにしても良い。
　往復駆動機構は上記第１実施形態のものに限られるものではなく、駆動モータの回転運
動を直線往復運動に変える通常のクランク機構が使用できる。さらには、ボールねじ機構
、磁力による吸引反発機構やシリンダ機構等を使用することができる。また、往復動は必
ずしも直線的である必要は無い。例えば、円運動等の二次元平面内で弧を描くようなもの
であっても良い。さらには、往復動とする必要は必ずしもなく、一方向での移動としても
良い。
　上記各実施形態において、基台をさらにボールねじ機構等によって基台面に平行な方向
へ往復移動させるようにしても良い。このようにすると、被加工基板の平坦化が中心部と
外周部でより均等化される。
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　被加工物は基板のような板状のものに限定されない。
　上記各実施形態ではホルダを昇降移動させるようにしたが、支持基板を昇降移動させる
構造としても良い。
　上記第１実施形態では液貯留用の容器内に別体のパッドを設けたが、パッド自体を容器
状に形成して触媒反応に必要な液体を貯留できるようにしても良い。なお、液は必ずしも
貯留する必要は無く、被加工基板とパッドの間にかけ流し状態としても良い。
　上記第１実施形態では第３駆動手段として駆動シリンダを使用したが、これに代えてボ
ールねじ機構やロボットアーム等を使用することができる。
【符号の説明】
【００３５】
　１…基台、３…リニアガイド、４…支持基板（第２保持手段）、５…往復駆動機構（第
２駆動手段）、６…パッド、６１…容器、７…被加工基板（被加工物）、８…ホルダ(第
１保持手段)、９…主軸、１０１…駆動モータ（第１駆動手段）、１０２…駆動シリンダ
（第３駆動手段）。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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